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✓ 経済財政運営と改革の基本方針2024（骨太方針）
（令和６年６月 閣議決定）

・「「海外からの人材・資金を呼び込むためのアクションプラン」・・・に
基づき、・・・これらの取組の海外への周知・広報等に取り組み、これら
の取組についてフォローアップする。」

・「仲裁機関の認知度向上も含め官民が緊密に連携した国際仲裁の活性化や
国際法務人材の育成、法令外国語訳の推進等に取り組む。」

✓ 海外からの人材・資金を呼び込むためのアクションプラン
（令和５年４月 対日直接投資推進会議決定）

「日本法令の外国語訳について、本年度中にAIを活用した新たな翻訳システ
ムを確立し、2024年度に本格導入することなどを通じて、翻訳作業の更なる
加速化を図る。これにより、2024年度には、法令の公布（改正）から英訳法
令公開までの平均所要日数をこれまでの１／３以下に短縮することを目指す
（2017～2021年度の平均所要日数：約1,160日）。また、こうした取組を積極
的に国際発信する」

政府の最重要施策としての位置付け
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✓ 知的財産推進計画2024（令和６年６月 知的財産戦略本部決定）
「法令外国語訳の取組について、AI翻訳の活用及びこれを踏まえたより迅速で効
率的な業務スキームの導入により、高品質な英訳情報の提供を拡充・加速化させ、
知財関係の分野に関する英訳法令等の積極的な海外発信を行う。」

✓ 成長戦略等のフォローアップ（令和５年６月 閣議決定）
「日本法令外国語訳の提供のため、AI翻訳を早期に導入し、2025年度までに1,000
本以上の英訳法令等の公開を進める」

✓ 対日直接投資促進戦略（令和３年６月 対日直接投資推進会議決定）
「新たな法令外国語訳の目標や海外投資家のニーズに応じた優先付け、機械翻訳
の活用を通じた迅速化等を内容とする「法令外国語訳整備プロジェクト」を推進
する。」
※対日投資促進に向けて、法令等の英語化は、重点的に進める事項と位置づけら
れている（令和４年５月）

✓ 「インフラシステム海外展開戦略 2025」の追補
（令和５年６月 経協インフラ戦略会議決定）

政府の最重要施策としての位置付け
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民間構成員からの重点要望事項に対する取組①

① 2025年度までに新たに1,000本以上の英訳法令等の公開を
目指すこと

○ 令和５年度（２０２３年度）における公開法令数は１６４本（法令１３０本、
概要情報３４本） ※令和３年度８１本、令和４年度１２７本

目標まであと６２８本

② 翻訳整備計画に掲載する法令を増加させること

○ 令和４年度から、官民戦略会議の構成員から要望があった法令で、重
点的に翻訳すべき分野に該当するものについては、原則として翻訳整
備計画に掲載するルールを定めたほか、令和５年度には、官民戦略会
議の構成員以外からも翻訳のニーズのある法令を調査し、各府省庁に
共有するなどの取組を実施。

翻訳整備計画に掲載する法令が増加
※令和４年度１３３本、令和５年度１７６本、令和６年度１８１本



４

③ 機械翻訳（ＡＩ翻訳）の本格的導入

○ 令和５年度にＡＩを活用した法令翻訳システムの設計・開発を実施

令和６年４月から政府全体に本格導入

・ 国立研究開発法人情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）の翻訳エンジンを
ベースに、日本法令外国語訳データベースシステムに公開されて
いる英訳データを追加学習させるとともに、法令外国語訳のルール
に沿った形式で出力されるようにカスタマイズ

○ 令和５年１２月から令和６年３月にかけて法務省内で試行導入を
実施

・ 翻訳実施を決定してから数週間で英訳原案が提出されるな
ど、英訳原案作成に要する期間が短縮

・ 翻訳対象となる法令の英訳原案作成方法に応じ、複数の翻訳機能
を実装

民間構成員からの重点要望事項に対する取組②



５

④ 英訳原案増加に対応するための品質検査体制の構築

○ 高品質な英訳法令を迅速に公開するための人的体制整備としてネイ
ティブアドバイザー及び法令翻訳コーディネーターを各１名増員

○ 令和６年度から品質検査の合理化・効率化を踏まえた、新たな業
務スキームを導入

令和６年度は、ネイティブアドバイザー及び法令翻訳コーディ
ネーター各６名の体制で検査を実施

・ 専門家の検査を行わなくても、これまでと同程度の品
質が担保できる一部法令については、専門家による第
二次検査を省略可能

・ 法務省が英訳原案を代行作成するスキームを導入 等

民間構成員からの重点要望事項に対する取組③



⑦ 本公開前の最終確認

⑥ コーディネーター（※６）

による反映作業
・④、⑤の結果の反映作業等

④ ネイティブ（※３）

によるチェック
・自然な英語となって
いるかなどを確認

③ 日本法令外国語訳
データベースシステム
（ＪＬＴ）に暫定公開
（※２）

⓪ 法案成立・翻訳整備計画の策定
・翻訳範囲の特定

① 英訳原案を作成・提出
・法令翻訳システム又はその他の方法により原案を作成（※１）

②形式チェック
・提出書式・形式の確認
・日本語原文との対照

⑤ 専門家（※４）による第二次検査
・他の関係法令との整合性等の確認
・不合格の場合は、ネイティブアドバイザー又は英訳原案

作成者（法令所管府省庁又は法務省）に差戻し

一定の場合には
省略可（※５）

法
令
所
管
府
省
庁
等

②’ 専門家による第一次検査
（暫定公開前の検査）

・推進会議が必要と認めた法令についてのみ、
専門家が暫定公開前に検査を実施
・暫定的な公開に耐え得るか否かのみの検査

法
務
省

（
司
法
法
制
部
）

日
本
法
令
外
国
語
訳

推
進
会
議

暫定公開可 暫定公開不可

⑧ 日本法令外国語訳
データベースシステム
（ＪＬＴ）に本公開

※１ 法令翻訳システムは、ＡＩを活用した法令の英訳のための翻訳システム。
一部法令については、法令翻訳システムを活用した法務省による代行作成も可能。

※２ 法務省が英訳原案を代行作成する場合は省略。
※３ ネイティブ：英語を母国語かつ母語とする者で、日本法及び英米法の素養がある者。

重大な不備があった場合

新 た な 業 務 の フ ロ ー

※４ 専門家：日本法令外国語訳推進会議の構成員。学者・弁護士・外国法弁護士から構成される。
※５ 改正内容が形式的なものにとどまる場合などは省略可。
※６ コーディネーター：日本語を母国語かつ母語とする者で、日本法及び英語の素養がある者。
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統計資料



49 32 37 48 81
126 97 96 112 130

68 73 104 130

248 274 301 338
402

508
573

642
733 759 796

838
879

946

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
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■ 年度別公開法令数（改正対応含む）

■ 累計公開法令数

日本法令外国語訳データベースシステム
公開翻訳法令数

※ 令和６年３月末時点の数値
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日本法令外国語訳データベースシステム
法令外国語訳の現状１

アクセスの多い上位10法令
平成21年４月（システム稼働時）から

令和６年５月末までのアクセス上位10法令

1 会社法（第一編第二編第三編第四編） 1 会社法（第一編第二編第三編第四編）

2 民法（第一編第二編第三編） 2 個人情報の保護に関する法律

3 銀行法 3 民法（第一編第二編第三編）

4 商品取引所法 4 刑法

5 会社法（第五編第六編第七編第八編） 5 金融商品取引法

6 金融商品取引法 6 日本国憲法

7 民事再生法 7 労働基準法

8 中小企業等協同組合法 8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

9 特許法 9 特許法

10 租税特別措置法（非居住者、外国法人関連部分） 10 労働安全衛生法

令和５年６月から令和６年５月末までの
アクセス上位10法令



1 日本 40.6% 11 オーストラリア 1.2%

2 中国 16.4% 12 台湾 1.0%

3 アメリカ合衆国 13.8% 13 フィリピン 0.9%

4 ドイツ 2.4% 14 ベトナム 0.9%

5 イギリス 1.8% 15 カナダ 0.9%

6 シンガポール 1.7% 16 オランダ 0.9%

7 イラン 1.6% 17 フランス 0.8%

8 ベルギー 1.6% 18 韓国 0.8%

9 インド 1.3% 19 タイ 0.6%

10 中華人民共和国香港特別行政区 1.2% 20 インドネシア 0.5%

アクセスの多い上位20ヵ国・地域

⇒世界100以上の国や地域からアクセスあり。
※国や地域の比率はビジット数を基に算出したもの。
※令和６年５月末時点の数値
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日本法令外国語訳データベースシステム
法令外国語訳の現状２


